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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各セルがユーザプレーン機能のそれぞれのサービングエリアに関連付けられている複数
のセルを含む通信システムの基地局であって、前記基地局は、
　コントローラとトランシーバとを備え、
　前記コントローラは、前記基地局および前記ユーザプレーン機能を介して通信装置の通
信セッションを制御し、
　前記コントローラは、前記基地局によって運用されるソースセルと、前記通信システム
のターゲットセルとの間の前記通信装置のモビリティを制御し、
　前記ソースセルおよび前記ターゲットセルは、同一のＴＵＰＦ（Terminating User-Pla
ne Function）がサービングする同一のユーザプレーン機能サービングエリアが関連付け
られており、
　前記コントローラは、前記ターゲットセルが関連付けられている前記ユーザプレーン機
能サービングエリアが、前記ソースセルが関連付けられている前記ユーザプレーン機能サ
ービングエリアと同一であると決定できない場合、前記ターゲットセルを運用する基地局
が、前記ターゲットセルを介して前記通信装置の前記通信セッションの通信を受信する準
備がされる前に前記ソースセルを介した前記通信装置の前記通信セッションの通信接続が
切断される、リダイレクション手順を開始する、基地局。
【請求項２】
　前記コントローラは、前記ターゲットセルが関連付けられている前記ユーザプレーン機
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能サービングエリアが、前記ソースセルが関連付けられている前記ユーザプレーン機能サ
ービングエリアと同一であると決定できる場合、前記ターゲットセルを運用する基地局が
、前記ターゲットセルを介して前記通信装置の前記通信セッションの通信を受信する準備
がされるまで前記ソースセルを介した前記通信装置の前記通信セッションの通信接続が切
断されない、ハンドオーバ手順を開始する、請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
　前記コントローラは、前記通信装置の前記通信セッションに関連するセッションおよび
サービス継続性（ＳＳＣ：session and service continuity）モードを決定する、請求項
１又は２に記載の基地局。
【請求項４】
　前記コントローラは、前記通信セッションの確立中に、前記通信装置の前記通信セッシ
ョンに関連する前記ＳＳＣモードを決定する、請求項３に記載の基地局。
【請求項５】
　前記コントローラは、前記ＳＳＣモードが、前記通信セッションがノマディックまたは
非永続的なＩＰアドレスを使用するモードであると決定した場合、前記リダイレクション
手順を開始する、請求項３又は４に記載の基地局。
【請求項６】
　前記コントローラは、前記ＳＳＣモードが、前記通信セッションが固定または永続的な
ＩＰアドレスを使用するモードであると前記コントローラが決定した場合、前記リダイレ
クション手順以外のモビリティ手順を開始する、請求項３、４又は５に記載の基地局。
【請求項７】
　前記コントローラは、前記ＳＳＣモードと、ユーザプレーン機能サービスエリアおよび
セルとの間のマッピングを特定する情報を保持し、前記マッピングに基づいて前記通信装
置のモビリティを制御する、請求項３乃至６のうちいずれか１項に記載の基地局。
【請求項８】
　各セルがユーザプレーン機能のそれぞれのサービングエリアに関連付けられている複数
のセルを含む通信システムの基地局であって、前記基地局は、
　コントローラとトランシーバとを備え、
　前記コントローラは、前記基地局および前記ユーザプレーン機能を介して通信装置の通
信セッションを制御し、
　前記コントローラは、前記基地局によって運用されるソースセルと、前記通信システム
のターゲットセルとの間の前記通信装置のモビリティを制御し、
　前記ソースセルおよび前記ターゲットセルは、同一のＴＵＰＦ（Terminating User-Pla
ne Function）がサービングする同一のユーザプレーン機能サービングエリアが関連付け
られており、
　前記コントローラは、前記ターゲットセルが関連付けられている前記ユーザプレーン機
能サービングエリアが、前記ソースセルが関連付けられている前記ユーザプレーン機能サ
ービングエリアと同一であると決定できる場合、前記ターゲットセルを運用する基地局が
、前記ターゲットセルを介して前記通信装置の前記通信セッションの通信を受信する準備
がされるまで前記ソースセルを介した前記通信装置の前記通信セッションの通信接続が切
断されない、ハンドオーバ手順を開始する、基地局。
【請求項９】
　前記コントローラは、前記ターゲットセルが関連付けられているユーザプレーン機能サ
ービングエリアと前記ソースセルが関連付けられているユーザプレーン機能サービングエ
リアが同一であると決定できない場合、前記ターゲットセルを運用する基地局が、前記タ
ーゲットセルを介して前記通信装置の前記通信セッションの通信を受信する準備がされる
前に前記ソースセルを介した前記通信装置の前記通信セッションの通信接続が切断される
、リダイレクション手順を開始する、請求項８に記載の基地局。
【請求項１０】
　各セルがユーザプレーン機能のそれぞれのサービングエリアに関連付けられている複数
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のセルを含む通信システムにおける基地局によって実行される方法であって、前記方法は
、
　前記基地局および前記ユーザプレーン機能を介して通信装置の通信セッションを制御す
ることと、
　前記基地局によって運用されるソースセルと、前記通信システムのターゲットセルとの
間の前記通信装置のモビリティを制御することと、を含み、
　前記ソースセルおよび前記ターゲットセルは、同一のＴＵＰＦ（Terminating User-Pla
ne Function）がサービングする同一のユーザプレーン機能サービングエリアが関連付け
られており、
　前記方法は、前記ターゲットセルが関連付けられている前記ユーザプレーン機能サービ
ングエリアが、前記ソースセルが関連付けられている前記ユーザプレーン機能サービング
エリアと同一であると決定できない場合、前記ターゲットセルを運用する基地局が、前記
ターゲットセルを介して前記通信装置の前記通信セッションの通信を受信する準備がされ
る前に前記ソースセルを介した前記通信装置の前記通信セッションの通信接続が切断され
る、リダイレクション手順を開始すること、を含む、方法。
【請求項１１】
　各セルが終端ユーザプレーン機能、ユーザプレーン機能のそれぞれのサービングエリア
に関連付けられている複数のセルを含む通信システムにおける基地局によって実行される
方法であって、前記方法は、
　前記基地局および前記ユーザプレーン機能を介して通信装置の通信セッションを制御す
ることと、
　前記基地局によって運用されるソースセルと前記通信システムのターゲットセルとの間
の前記通信装置のモビリティを制御することと、を含み、
　前記ソースセルおよび前記ターゲットセルは、同一のＴＵＰＦ（Terminating User-Pla
ne Function）がサービングする同一のユーザプレーン機能サービングエリアが関連付け
られており、
　前記方法は、前記ターゲットセルが関連付けられている前記ユーザプレーン機能サービ
ングエリアが、前記ソースセルが関連付けられている前記ユーザプレーン機能サービング
エリアと同一であると決定できる場合、前記ターゲットセルを運用する基地局が、前記タ
ーゲットセルを介して前記通信装置の前記通信セッションの通信を受信する準備がされる
まで前記ソースセルを介した前記通信装置の前記通信セッションの通信接続が切断されな
い、ハンドオーバ手順を開始すること、を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信システムに関する。本発明は特に、３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａ
ｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）規格、その均等物もしくは派生物に従
って動作する無線通信システムおよびその装置に関連するが、これに限らない。本発明は
、いわゆる「次世代」システムにおけるモビリティに特に関するが、これに限らない。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ規格の最新の開発は、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ（ＥＰＣ）ネ
ットワークのＬｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕ
ＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　（Ｅ－
ＵＴＲＡＮ）、および一般に「４Ｇ」とも呼ばれる。３ＧＰＰ規格において、ＮｏｄｅＢ
（またはＬＴＥのｅＮＢ）とは、それを介して通信装置（ユーザ装置またはＬＴＥの「Ｕ
Ｅ」）がコアネットワークに接続し、他の通信装置またはリモートサーバと通信する基地
局である。簡単のため、本願は、そのような基地局を基地局と呼び、そのような通信装置
を移動装置またはＵＥと呼ぶ。コアネットワーク（ＬＴＥの場合はＥＰＣ）は特に、サブ
スクライバ管理、モビリティ管理、課金、セキュリティ、および呼／セッション管理等の
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機能を提供し、通信装置とインターネットなど外部ネットワークとの接続を提供する。
【０００３】
　通信装置は、例えば、携帯電話、スマートフォン、ユーザ装置、携帯情報端末、ノート
パソコン、タブレット、ウェブブラウザ、電子書籍リーダーなどのようなモバイル通信装
置であってもよい。そのような携帯（または更に広く言うと据え置き型の）装置は通常、
ユーザにより操作されるが、いわゆる「モノのインターネット」（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏ
ｆ　Ｔｈｉｎｇｓ：ＩｏＴ）装置および類似のマシンタイプ通信（Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙ
ｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ：ＭＴＣ）装置をネットワークに接続することも可能
である。簡略化のため、本願は、以下において移動装置（またはＵＥ）について説明する
が、以下に説明する技術は、人による入力あるいはメモリに記憶（格納）されているソフ
トウェア命令によって制御されているかにかかわらず、データ送信・受信のために通信ネ
ットワークに接続することができる、あらゆる通信装置（携帯および／または、広く言う
と据え置き型の装置）に適用できるとする。
【０００４】
　「５Ｇ」という用語は、様々なアプリケーションやサービスをサポートすることが期待
されている、進化を続ける通信技術を指す。５Ｇネットワークの詳細は、例えば、Ｎｅｘ
ｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　（ＮＧＭＮ）　Ａｌｌｉ
ａｎｃｅによる「ＮＧＭＮ　５Ｇホワイトペーパー（ＮＧＭＮ　５Ｇ　Ｗｈｉｔｅ　Ｐａ
ｐｅｒ」」Ｖ１．０に記載されている。その文書は、https://www.ngmn.org/5g-white-pa
per.htmlから入手可能である。３ＧＰＰは、いわゆる３ＧＰＰ　Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａ
ｔｉｏｎ（ＮｅｘｔＧｅｎ）無線アクセスネットワーク（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ：ＲＡＮ）および３ＧＰＰ　ＮｅｘｔＧｅｎコアネットワークにより５Ｇを
サポートすることを意図している。
【０００５】
　３ＧＰＰテクニカルレポート（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ：ＴＲ）２３．７９
９　Ｖ０．７．０には、３ＧＰＰ規格のリリース１４で計画されているＮｅｘｔＧｅｎ（
５Ｇ）システムにおいて考えられるアーキテクチャおよび一般的な手順が記載されている
。このテクニカルレポートは、実質的には１又は複数のセル（基地局）に結合された論理
ネットワークノードであり、また３ＧＰＰユーザプレーンの終端であり、またデータネッ
トワークとのインタフェースである、いわゆるＴｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｕｓｅｒ　Ｐｌ
ａｎｅ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ（ＴＵＰＦ）を紹介している。ＴＵＰＦと結合された各ＵＥ（
すなわち、そのＴＵＰＦに結合された基地局配下のＵＥ）との間に適切なプロトコルデー
タユニット（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ：ＰＤＵ）セッションが提供される
とする。また、３ＧＰＰ　ＴＲ　２３．７９９（セクション６．６）には、ＮｅｘｔＧｅ
ｎシステムにおけるＵＥのセッションとサービス継続性（Ｓｅｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ：ＳＳＣ）をサポートする３つの可能性が記載されて
いる。これらの可能性は「ＳＳＣモード」と呼ばれ、次のように定義される。
　　－ＳＳＣモード１：ＵＥがネットワークにアクセスするために使用している無線アク
セス技術（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ：ＲＡＴ）およびセルに関
わらず、同じＴＵＰＦが維持される。
　　－ＳＳＣモード２：ＴＵＰＦのサービングエリアと呼ばれる（全部ではない１又は複
数の）アクセスネットワーク接続ポイント（例えば、セルやＲＡＴ）の一部でのみ同じＴ
ＵＰＦが維持される。ＵＥがＴＵＰＦのサービングエリアを離れると、ＵＥはネットワー
クとの新しい接続ポイントに適した異なるＴＵＰＦによってサービス提供される。この場
合、特定のＴＵＰＦのサービングエリアも（例えば、据え置き型ＵＥの場合は）ひとつの
セルのみに限定されてもよい。
　　－ＳＳＣモード３：このモードでは、ネットワークはＵＥと前のＴＵＰＦとの間の接
続が終了する前に、新しいＴＵＰＦを介した同じデータネットワーク（Ｄａｔａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ　：ＤＮ）とＵＥとの接続が確立できる。トリガ条件が満たされると、ネットワ
ークではＵＥのネットワークへの新しい接続ポイントに適した対象のＴＵＰＦが選択され
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る。両方のＴＵＰＦが有効である間に、ＵＥはアプリケーションを以前のアドレスから新
しいアドレス／プレフィックスに能動的に再度結び付けるか、あるいは、前のアドレス／
プレフィックスが結び付けられたフローが終了するのを待つ。
【０００６】
　ＳＳＣモードはＰＤＵセッション毎に適用される。ＵＥは、ＰＤＵセッション毎に異な
るＳＳＣモードを要求することがある。つまり、同じＵＥに対し並行して有効である複数
のＰＤＵセッションは、それぞれ違うＳＳＣモードであってよい。関連付けられたＳＳＣ
モードは、ＰＤＵセッションの有効期間中は変更されない。
【０００７】
　ＵＥは、ＵＥのアプリケーションが新しいフローを開始する（つまり、新しいソケット
を開く）ときに、そのアプリケーションに必要なＳＳＣモードを決定することができる。
この場合、アプリケーションはこのフローに必要なセッション継続性の種類を示す。セッ
ション継続性の種類は、例えばＲｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｅｎｔｓ　（ＲＦＣ）
　の３４９３や３５４２、またＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　
Ｆｏｒｃｅ　（ＩＥＴＦ）により発行されたインターネットドラフト「“ｄｒａｆｔ－ｉ
ｅｔｆ－ｄｍｍ－ｏｎｄｅｍａｎｄ－ｍｏｂｉｌｉｔｙ”」（Ｖ７）に記載されるソケッ
ト　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　（ＡＰＩ
）で示してもよい。言い換えれば、アプリケーションは、すでに指定されているソフトウ
ェアＡＰＩを使用して、必要なセッション継続性の種類を示すことができる。ＩＰセッシ
ョンの継続性、ＩＰアドレスの到達可能性、ノマディック（つまり、非持続）、持続（つ
まり、セッション持続）、および固定ＩＰアドレスの定義は、ｄｒａｆｔ－ｉｅｔｆ－ｄ
ｍｍ－ｏｎｄｅｍａｎｄ－ｍｏｂｉｌｉｔｙに記載されており、その内容をここに取り込
む。
【０００８】
　まとめると、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）セッション継続性は、移動
ホストがＩＰネットワークトポロジ内で接続ポイントを変更しても、セッション全体を通
して同じローカルエンドポイントＩＰアドレスを維持することによって、進行中のＩＰセ
ッションを維持する能力として定義される（ホストのＩＰアドレスは２つの独立したＩＰ
セッション間で変わる可能性があるが、ＩＰセッションの継続性に悪影響はない）。ＩＰ
セッションの継続性は、移動ホストが中断することなく継続的なフローを維持するために
不可欠である。
【０００９】
　ＩＰアドレスの到達可能性は、同じＩＰアドレスを長期間維持する能力として定義され
ている。ここの場合、独立したＩＰセッション間でも、ＩＰセッションがなくても、ＩＰ
アドレスは同じままである。ＩＰアドレスは長期レジストリ（例えば、ドメインネームサ
ーバ（Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ　Ｓｅｒｖｅｒ：ＤＮＳ））で公開されてもよく、到着す
る接続要求に応えるため利用可能とする。
【００１０】
　ノマディック（または非永続的な）ＩＰアドレスは、ＩＰセッションの継続性もＩＰア
ドレスの到達可能性も提供しない種類のＩＰアドレスである。ノマディックのＩＰアドレ
スはサービングＩＰゲートウェイから得られ、ゲートウェイが変更されると維持されない
。　つまり、移動ホスト（例えば、ＵＥ）の移動によってＩＰゲートウェイが変更された
とき、ノマディックＩＰアドレスが解放され、新しいＩＰアドレスに置き換えられてもよ
い。
【００１１】
　特定のアプリケーション（例えば、サーバ、仮想ローカルエリアネットワーク（Ｖｉｒ
ｔｕａｌ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＶＬＡＮ）クライアント、およびセ
キュアシェル（Ｓｅｃｕｒｅ　ＳＨｅｌｌ：ＳＳＨ）セッション）は通常固定ＩＰアドレ
スを必要とするが、有効期限の短いＩＰセッションを有するアプリケーション（ウェブブ
ラウザなど）は持続ＩＰアドレスを使用できる。ＤＮＳクライアントやインスタントメッ
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センジャーなど、非常に短いＩＰセッションを持つアプリケーションは、ノマディックＩ
Ｐアドレスを使用できる。そのようなアプリケーションは固定ＩＰアドレスまたは持続Ｉ
Ｐアドレスを使用することもできるが、送信待ち時間を最小限にするのに有利であるため
ノマディックＩＰアドレスが好まれる。
【００１２】
　モバイルＩＰは、移動ホストにＩＰセッションの継続性とＩＰアドレスの到達可能性の
両方を提供するように設計されている。ただし、実際には、すべてのアプリケーションに
ＩＰセッションの継続性とＩＰアドレスの到達可能性が必要なわけではない。
【００１３】
　例えば、アプリケーションがノマディックＩＰアドレスを有するソケットを要求した場
合、基本的にアプリケーションはＳＳＣモード２を要求する（ＩＰセッションの継続性や
ＩＰアドレスの到達可能性は不要である）。基本的に、アプリケーションが固定ＩＰアド
レスのソケットを要求した場合、アプリケーションはＳＳＣモード１を要求し、持続ＩＰ
アドレスのソケットを要求した場合、アプリケーションはＳＳＣモード３を要求する。
【００１４】
　アプリケーションが要求されたセッション継続性の種類を示さない場合、ＵＥはネット
ワークで設定されたポリシーを使用して要求されたセッション継続性を決定してもよい。
ネットワークで設定されたポリシーとは、例えば優先順位付けされたルールのリストであ
る。各ルールは特定のアプリケーションまたは特定のフロータイプに必要なＳＳＣモード
を示す。例えば、設定されたポリシーには次のルールが含まれてもよい。
　　－ルール１、優先順位１：Ａｐｐ＝ｃｏｍ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｓｋｙｐｅ
　　必要な継続性タイプ＝ＳＳＣモード３
　　－ルール２、優先順位２：Ａｐｐ＝ｃｏｍ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｗｅｂ．ｓｅｒｖｅｒ
　　必要な継続性タイプ＝ＳＳＣモード１
　　－ルール３、優先度３：プロトコル＝ＴＣＰ；ＤｓｔＰｏｒｔ＝８０
　　必要な継続性タイプ＝ＳＳＣモード２
　　－デフォルトのルール：デフォルトの継続性タイプ＝ＳＳＣモード２
【００１５】
　ＵＥがＳＳＣモードを決定することができないとき（例えば、ＵＥがアプリケーション
からの要求を受信する前にＰＤＵセッションを確立しようとするとき（例えば、初期接続
中）、またはアプリケーションがＳＳＣモードを要求しないとき）、ＵＥはデフォルトＳ
ＳＣモードでＰＤＵセッションを要求する。デフォルトのＳＳＣモードは、上記の３つの
ＳＳＣモードのいずれかである。例えば、固定のＩｏＴセンサやスマートフォンでも、デ
フォルトでＳＳＣモード２が設定されてもよい。
【００１６】
　新しいＰＤＵセッションを要求するとき、ＵＥはネットワーク（例えば、Ｎｏｎ－Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ（ＮＡＳ）シグナリングを使用したＮｅｘｔＧｅｎコアネット
ワーク）へのＰＤＵセッション設定シグナリングの一部として、要求されたＳＳＣモード
を示してもよい。ＵＥに関連付けられた（サブスクライバデータベースに格納された）加
入者情報は、データネットワークごとにサポートされるＳＳＣモードおよびデフォルトＳ
ＳＣモードのリストを含む。このリストはサービングネットワークに提供される。したが
って、新しいＰＤＵセッションを要求するときにＵＥがＳＳＣモードを提供しない場合（
例えば、ＵＥにデフォルトＳＳＣモードが設定されていないとき）、ネットワークでは要
求されたＰＤＵセッションに対してデフォルトＳＳＣモードが選択できる（例えば、加入
者および／またはローカル設定毎）。いずれの場合でも、サービングネットワークでは、
（加入者および／またはローカル設定に基づいて要求されたＳＳＣモードを修正すること
によって）ＵＥが要求したＳＳＣモードとは異なるＳＳＣモードが選択されてもよい。例
えば、サービングネットワークでは、特定のデータネットワークに特定のＳＳＣモードを
回避した方がいい場合もある（例えば、データネットワーク内にトラフィックが集中する
リスクを減らすためにＳＳＣモード１を回避する）。ＲＡＮにとっては（例えば、ＲＡＮ
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ノードが加入者データ（subscription data）を直接利用できない場合があるなどの理由
で）ＰＤＵセッションの適切なＳＳＣモードの選択は透過的である。適切なコアネットワ
ーク制御プレーン機能（例えば、モビリティ管理エンティティなど）により、ＰＤＵセッ
ションに適切なＳＳＣモードが選択される。
【００１７】
　ＳＳＣモードを選択した後、ネットワークは、（ａ）ＵＥからのＰＤＵセッション要求
を受け入れる（そして選択されたＳＳＣモードをＵＥに指示する）か、または（ｂ）ＰＤ
Ｕセッション要求を許否し（そして選択されたＳＳＣモードおよび原因値をＵＥに送信す
る）選択したＳＳＣモードは使用できないことを示す（ＵＥ内の他のＰＤＵセッションで
既に使用されているなどの理由で）。ＰＤＵセッション要求が受け入れられると、ネット
ワークは新しいＰＤＵセッションにＴＵＰＦを選択する。ＴＵＰＦを選択するとき、ネッ
トワークでは、ＵＥの現在の接続点および要求されたＳＳＣモード（もともとＵＥが要求
したＳＳＣモード、またはサービングネットワークによって変更されたＳＳＣモード）が
考慮に入れられる。
【００１８】
　（ＳＳＣモード２のＰＤＵセッションを有する）ＵＥが同じＴＵＰＦ内のセル間を移動
するとき、通常のハンドオーバ手順が使用されてもよい。しかし、ＵＥが異なるＴＵＰＦ
によってサービス提供されるセル（基地局）に移動するとき、いわゆるリダイレクション
手順が使用される。これはＳＳＣモード２の場合「ノマディックモビリティ（nomadic mo
bility）」と呼ばれることがある。
【００１９】
　リダイレクションは、現在のＴＵＰＦに関連付けられたユーザプレーンパスを解放し、
その後新しいＴＵＰＦに対応するユーザプレーンパスを設定することを含む。ＵＥは、リ
ダイレクション手順中に接続されたままである。一つの可能性として、ＴＵＰＦを再割り
当てするときにＰＤＵセッションが保存される可能性もあり、もう一つの可能性として、
ネットワークは現在のＴＵＰＦに対応するＵＥのＰＤＵセッションを切断し、その後新Ｐ
ＤＵセッションを直ちに再活性化するようにＵＥに要求し、新しいＴＵＰＦを選択させる
可能性もある。
【００２０】
　現在割り当てられているものとは異なるＴＵＰＦへのＵＥのＰＤＵセッションのリダイ
レクションを検討するとき、ネットワークでは、ＵＥのモビリティおよびローカルポリシ
ー（例えば、現在割り当てられているＴＵＰＦのサービングエリアに関する情報）が考慮
に入れられる。ネットワークでは、ＵＥのネットワークへの現在の接続点に基づいて新し
いＴＵＰＦが選択される。
【００２１】
　複数のＳＳＣモードを有する複数のＰＤＵセッションが同じＵＥに対して共存すること
ができるので、リダイレクションを処理するためにＳｅｌｆ－Ｏｒｇａｎｉｓｉｎｇ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ（ＳＯＮ）タイプの機能が使用されることになる。例えば、企業が２つの基
地局を運用しており、その基地局のうちの１つに新しいセルを追加する場合、ノマディッ
クＵＥのモビリティは、このセルの追加に影響されてはならない（すなわち、もう一方の
基地局を手動で再構成せずとも１つの基地局へのセルの追加、および／または既に追加さ
れたセルの変更が可能であるべきである）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　しかし、３ＧＰＰではＴＵＰＦサービスエリアとセル／送信ポイントとの間のマッピン
グを、ＳＳＣモード２については定義していない。さらに、各アプリケーションは、異な
る関連ＴＵＰＦおよび異なるＴＵＰＦサービスエリアを有してもよい。例えば、固定セン
サは単一セルのＴＵＰＦサービスエリアを有することがあり、その一方スマートフォンま
たはノートパソコンは（例えば企業内の場合には）ネットワークの全セルを含むＴＵＰＦ
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サービスエリアを有することがある。このようなマッピングは、ＵＥ、すなわちＳＳＣモ
ード２を必要とするアプリケーションにも必要なことがある。３ＧＰＰはまた、ＳＳＣモ
ード２のＰＤＵセッションのリダイレクションをサポートするための適切な手順を定義し
ていない。これは、異なる製造者によって製造された基地局／ＴＵＰＦノード間の非互換
性の問題の原因となる可能性があり、その結果ＴＵＰＦのリロケーション中にＵＥがネッ
トワーク接続を失う可能性がある。
【００２３】
　したがって、本発明の好適な実施形態の目的は、上記の問題を解決または少なくとも部
分的に解決する方法および装置を提供することである。
【００２４】
　当業者の理解の効率化のため、本発明は３ＧＰＰシステム（５Ｇネットワーク）の観点
から詳細に説明されるが、本発明の原理は他のシステムにも適用することができる。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　一態様では、本発明は、各セルがユーザプレーン機能（例えば、終端ユーザプレーン機
能（Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｕｓｅｒ－Ｐｌａｎｅ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ：ＴＵＰＦ））
のそれぞれのサービングエリアに関連付けられている複数のセルを含む通信システムの基
地局を提供し、前記基地局は、コントローラとトランシーバとを備え、前記コントローラ
は、前記基地局および前記ユーザプレーン機能を介して通信装置の通信セッションを制御
し、前記コントローラは、前記基地局によって運用されるソースセルと、前記通信システ
ムのターゲットセルとの間の前記通信装置のモビリティを制御し、前記ターゲットセルが
前記基地局によって運用される前記ソースセルと同じユーザプレーン機能サービングエリ
アに関連付けられているが、前記コントローラが、前記ターゲットセルが関連付けられて
いる前記ユーザプレーン機能サービングエリアが、前記ソースセルが関連付けられている
前記ユーザプレーン機能サービングエリアと同一であると決定できない場合、前記コント
ローラは、前記ターゲットセルを運用する基地局が、前記ターゲットセルを介して前記通
信装置の前記通信セッションの通信を受信する準備がされる前に前記ソースセルを介した
前記通信装置の前記通信セッションの通信接続が切断される、リダイレクション手順を開
始する。
【００２６】
　他の態様では、本発明は、各セルが終端ユーザプレーン機能、ユーザプレーン機能のそ
れぞれのサービングエリアに関連付けられる複数のセルを含む通信システムの基地局を提
供し、前記基地局は、コントローラとトランシーバとを備え、前記コントローラは、前記
基地局および前記ユーザプレーン機能を介して通信装置の通信セッションを制御し、前記
コントローラは、前記基地局によって運用されるソースセルと、前記通信システムのター
ゲットセルとの間の前記通信装置のモビリティを制御し、前記ターゲットセルが前記基地
局によって運用される前記ソースセルと同じユーザプレーン機能サービングエリアに関連
付けられ、前記コントローラが、前記ターゲットセルが関連付けられている前記ユーザプ
レーン機能サービングエリアが、前記ソースセルが関連付けられている前記ユーザプレー
ン機能サービングエリアと同一であると決定できる場合、前記コントローラは、前記ター
ゲットセルを運用する基地局が、前記ターゲットセルを介して前記通信装置の前記通信セ
ッションの通信を受信する準備がされるまで前記ソースセルを介した前記通信装置の前記
通信セッションの通信接続が切断されない、ハンドオーバ手順を開始する。
【００２７】
　一態様では、本発明は、通信システムの無線アクセスネットワーク装置を提供し、前記
無線アクセスネットワーク装置は、少なくとも１つの通信装置要求データフローに対して
少なくとも１つの無線ベアラを設定するコントローラを備え、前記コントローラは、同一
無線ベアラを使用する前記要求データフローに加えて、前記要求データフローのデータレ
ート要件、及び追加のネットワーク開始データフロー（例えばプッシュ広告／ローカルコ
ンテンツ／ローカル生成パケット）を提供するためのデータレート要件の両方を満たすの
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に十分な、向上されたデータレートを提供するように、前記少なくとも１つの通信装置要
求データフローに対して前記少なくとも１つの無線ベアラを設定する。
【００２８】
　他の態様では、本発明は、通信システムの無線アクセスネットワーク装置を提供し、前
記無線アクセスネットワーク装置は、少なくとも１つの通信装置要求データフローに対し
て少なくとも１つの無線ベアラを設定するコントローラを備え、前記コントローラは、前
記少なくとも１つの通信装置要求データフローに対する前記少なくとも１つの無線ベアラ
を設定することに加え、前記要求データフローに加えて、追加のネットワーク開始データ
フロー（例えばプッシュ広告／ローカルコンテンツ／ローカル生成パケット）を提供する
ための少なくとも１つのさらなるスタンドアローン無線ベアラを設定する。
【００２９】
　他の態様では、本発明は、無線ローカルエリアネットワーク（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏ
ｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＷＬＡＮ）アクセスポイントを含む通信システムの
通信装置を提供し、前記通信装置は、コントローラとトランシーバとを備え、前記コント
ローラは、前記ＷＬＡＮアクセスポイントを介したＷＬＡＮシグナリングと、前記ＷＬＡ
Ｎアクセスポイントを介した非アクセス層（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ：Ｎ
ＡＳ）シグナリングとの両方に対して前記トランシーバを制御する。
【００３０】
　さらに他の態様では、本発明は、通信システムの無線ローカルエリアネットワーク（Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＷＬＡＮ）アクセスポイント
を提供し、前記ＷＬＡＮアクセスポイントは、コントローラとトランシーバとを備え、前
記コントローラは、通信装置からＷＬＡＮシグナリングと、非アクセス層（Ｎｏｎ－Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ：ＮＡＳ）シグナリングとの両方を受信し、前記ＮＡＳシグナ
リングをコアネットワークに転送するように前記トランシーバを制御する。
【００３１】
　本発明の態様は、対応するシステム、方法、および上に述べた態様および可能性で説明
した方法や請求項に記載の方法を、プログラマブルプロセッサが実行するようプログラム
でき、および／また請求項のいずれかに記載の装置を提供する好適なコンピュータをプロ
グラムできる命令を格納したコンピュータ可読記憶媒体などのコンピュータプログラム製
品に及ぶ。
【００３２】
　本明細書（以下、「本明細書」との用語は請求項を含む）に開示されおよび／または図
面に示された各特徴は、他の開示および／または例示された特徴とは別に（または組み合
わせて）本発明に組み込まれてもよい。特に、限定するものではないが、特定の独立請求
項に従属する請求項の特徴はすべて、その独立請求項に任意の組み合わせでまたは個別に
取り入れられてもよい。
【００３３】
　本明細書に記載の様々な方法を実行するための特定の物理的構造（例えばコントローラ
およびトランシーバ回路）を有する特定のハードウェア装置が開示されているが、説明に
開示の方法の各ステップおよび／また請求項の一部を構成する各ステップは、そのステッ
プを実行するための任意の適切な手段により実施される。これによれば、本発明の方法の
各態様は、その方法の態様の各ステップを実行するための手段を含む対応する装置の態様
を有する。
【００３４】
　ここで、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態を例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、本発明の実施形態が適用され得るセルラー通信システムを概略図である
。
【図２】図２は、図１に示すシステムの一部を構成する移動装置のブロック図である。
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【図３】図３は、図１に示すシステムの一部を構成する基地局のブロック図である。
【図４】図４は、図１のシステムにおいて本発明の実施形態を実施することができる場合
の例を示すタイミング図である。
【図５】図５は、図１のシステムにおいて本発明の別の実施形態を実施することができる
場合を示すタイミング図である。
【図６】図６は、本発明の実施形態を適用できる別のセルラー通信システムの概略図であ
る。
【図７】図７は、本発明の実施形態を適用できるさらに別のセルラー通信システムの概略
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
概要
　図１は、適切な無線アクセス技術（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
：ＲＡＴ）を使用して、ユーザ装置３（携帯電話および／または他の移動装置）が基地局
５（「ｅＮＢ」と示す）を介して互いに通信できる通信ネットワーク１を概略的に示す。
当業者には理解されるように、説明のために１つの移動装置３および３つの基地局５Ａ、
５Ｂ、５Ｃが図１に示されているが、実装された場合システムは、通常他の基地局および
移動装置を含む。
【００３７】
　各基地局５は１又は複数の関連セルを運用する。この例では、第１の基地局５Ａがセル
Ａを運用し、第２の基地局５ＢがセルＢを運用し、第３の基地局５ＣがセルＣを運用して
いる。第１および第２の基地局５Ａおよび５Ｂは第１のサービスエリアに属し、終端ユー
ザプレーン機能（Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ　Ｕｓｅｒ－Ｐｌａｎｅ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ：
ＴＵＰＦ）６－１に結合されている。第３の基地局５Ｃは第２のサービスエリアに属し、
上記ＴＵＰＦ６－１とは異なるＴＵＰＦ６－２に結合される。各ＴＵＰＦ６は、関連する
コアネットワーク７内のエンティティ内、または基地局５が属する（ＲＡＮの構成部分で
はないが）ＲＡＮのエッジに存在してもよい。
【００３８】
　図１には図示しないが、基地局５は（例えば関連するＴＵＰＦ６および１又は複数のゲ
ートウェイを介して）コアネットワーク７に接続され、隣接基地局もまた、直接または適
切な基地局ゲートウェイを介して互いに接続される。コアネットワーク７は特に、制御プ
レーン管理エンティティおよびユーザプレーン管理エンティティ、基地局５と他のネット
ワーク（インターネットなど）との間の接続、または基地局５とコアネットワークの外部
でホスティングされるサーバとの間の接続を提供するための１又は複数のゲートウェイ（
ＧＷ）を含むことができる。
【００３９】
　移動装置３は、対象のセルを操作する（運用する）基地局５と無線リソース制御（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：ＲＲＣ）接続を確立することによって、（
セルの位置および場合によっては他の要因、例えば信号状態、加入者データ（subscripti
on data）、能力などに応じて）適切なセルに接続する。移動装置３および基地局５（お
よびネットワーク内の他の送信ポイント）は、使用されるＲＡＴに依存する適切な無線イ
ンタフェースを介して通信する。移動装置３は、移動装置３にサービスを提供する基地局
５によって移動装置３と適切なコアネットワークノードとの間で中継される、いわゆる非
アクセス層（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ：ＮＡＳ）シグナリングを使ってコ
アネットワークノード（例えば、ＴＵＰＦ６）と通信する。
【００４０】
　図１に示す例では、移動装置３は、ＳＳＣモード２で（例えば、ノマディックＩＰアド
レスを使用し）ネットワークとのＰＤＵ接続がある。移動装置３は最初に、ＴＵＰＦ６－
１によって管理されるセルＡ（基地局５Ａ）に接続される。この例では、ＴＵＰＦ＃１サ
ービングエリアに２つのセル、すなわちセルＡおよびセルＢがある。したがって、移動装
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置３がセルＡとセルＢとの間を（ＴＵＰＦ＃１内で）移動するとき、通常のハンドオーバ
手順が使用される。しかし、移動装置３がＴＵＰＦ＃２サービスエリアに属するセルＣを
横切って移動する場合、リダイレクション手順が使用され、それによって移動装置３のＴ
ＵＰＦ６－１へのユーザプレーン（ＰＤＵ）接続が解除（解放）され、移動装置３は、（
基地局５Ｃを介して）ＴＵＰＦ６－２との新しい接続を開始する。
【００４１】
　ＳＳＣモードおよび割り当てるノマディックＩＰアドレスの選択はＲＡＮ（基地局５）
に透過的であるので、現在のサービング基地局５は、移動装置３がその基地局５のセルに
カバーされるエリアを出ようとするとき、ハンドオーバを開始するかまたはリダイレクシ
ョンを開始するかを知る必要がある。
【００４２】
　有利には、基地局５は以下の選択肢のうちの１つに従うように構成される。
【００４３】
　１つの選択肢として、基地局５は、セルが変わる度にＴＵＰＦ６も変化すると仮定し（
すなわち、各ＴＵＰＦサービスエリアにセルが１つと仮定し）、セルが変わる度にリダイ
レクション手順をトリガするように構成されてもよい。この場合、移動装置３は、新しい
サービング基地局５との新しい接続を作成（確立）する前に、現在のサービング基地局５
との接続を切断する必要がある。この選択肢は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク
（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＷＬＡＮ）のアクセスポ
イント間でモビリティサポートが提供される場合に効果的である。基地局５は、セルとＴ
ＵＰＦサービスエリアとの間のマッピング、および移動装置３が使用するＳＳＣモードを
格納する必要はない。
【００４４】
　別の選択肢として、基地局５は、セル、ＴＵＰＦサービスエリア、およびＳＳＣモード
間のマッピングを格納するように構成されてもよい。この場合、基地局（例えば、基地局
５Ａおよび５Ｂ）は、適切なハンドオーバ手順を実行することによって、あるＴＵＰＦ６
のカバレッジ内で（例えば、ＴＵＰＦ６－１によって制御されるセルＡとセルＢとの間で
）シームレスなモビリティを可能とすることができる。しかし、ＴＵＰＦ間モビリティ（
例えば、それぞれ異なるＴＵＰＦサービングエリアに属するセルＢとセルＣとの間）の場
合、モビリティはリロケーション手順を通じて提供される。すなわち、移動装置３は新し
いサービング基地局（例えば、基地局５Ｃ）との接続を作成（確立）する前に現在のサー
ビング基地局（例えば、基地局５Ｂ）との接続を切断する必要がある。
【００４５】
移動装置
　図２は、図１に示した移動装置３の主要な構成要素（例えば、携帯電話または他のユー
ザ装置）を示すブロック図である。図示するように、移動装置３は、１又は複数のアンテ
ナ３３を介して基地局５と信号を送受信するように動作可能なトランシーバ回路３１を有
する。移動装置３は、移動装置３の動作を制御するコントローラ３７を有する。コントロ
ーラ３７は、メモリ３９と関連付けられ、トランシーバ回路３１に結合されている。当然
ながら、移動装置３は従来の携帯電話３としてのすべての通常の機能（例えば、ユーザイ
ンタフェース３５）を有してもよいが、動作上必ずしも必要ではない。また、その機能は
ハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェアのうちのいずれか１つまたは任意の組
み合わせによって適宜提供されてもよい。ソフトウェアは、メモリ３９に予めインストー
ルされていてもよく、および／または、例えば通信ネットワークを介して、または取り外
し可能データ記憶装置（ＲＭＤ：removable data storage device）からダウンロードさ
れてもよい。
【００４６】
　この例では、コントローラ３７はメモリ３９に記憶されているプログラム命令またはソ
フトウェア命令によって移動装置３の全体的な動作を制御するように構成される。図示す
るように、このソフトウェア命令は、オペレーティングシステム４１、通信制御モジュー
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ル４３、ＳＳＣモジュール４４、モビリティモジュール４５、およびセル測定モジュール
４６等を含む。
【００４７】
　通信制御モジュール４３は、移動装置３と、そのサービング基地局５（およびサービン
グ基地局５に接続された他の移動装置などの通信装置および／またはネットワークノード
）との間の通信を制御するように動作可能である。
【００４８】
　ＳＳＣモジュール４４は、それぞれの関連するＳＳＣモードに基づいて、移動装置３が
ネットワークとの間に有する各ＰＤＵセッションのセッションおよびサービスの継続性の
管理を担う。ＳＳＣモジュール４４は、適切なＳＳＣモードを、移動装置３内の各アプリ
ケーションおよび／またはＰＤＵセッションを要求する各アプリケーションに関連付ける
ように構成される。ＳＳＣモードは、（所定の）設定されたポリシー、（例えば、新しい
ＰＤＵセッションを要求する場合に）アプリケーションにより提供される情報、（例えば
、ＰＤＵセッションを受け入れる場合に）ネットワークにより提供される情報に基づいて
、アプリケーション／ＰＤＵセッションに関連付けられてもよい。
【００４９】
　モビリティモジュール４５は、移動装置３が通信ネットワーク１によってカバーされる
エリア内を移動している間に、（基地局５の）適切なセルを介してネットワーク接続を維
持することを担う。モビリティモジュール４５は、信号条件などに応じてセル再選択（セ
ルリセレクション）手順および／またはハンドオーバ手順を実行することによってネット
ワーク接続を維持する。例えば、信号状態の変化、現在のセル内のネットワーク負荷など
のために、移動装置３が静止したままであるときでも、モビリティモジュール４５はセル
再選択および／またはハンドオーバ手順を実行してもよいこととする。モビリティモジュ
ール４５は、例えば、使用されるＩＰアドレスの種類、使用されるＳＳＣモード、移動装
置３に割り当てられたＴＵＰＦ／ＴＵＰＦ領域を特定（識別）する情報を含む、移動装置
３のネットワーク接続（ＰＤＵセッション）に関する情報を交換するために、サービング
基地局５および／またはコアネットワークノードと通信する。
【００５０】
　セル測定モジュール４６は、移動装置３の近隣にあるセルの信号品質測定値を取得し、
関連するセルの測定報告（メジャメントレポート：measurement report）を生成してサー
ビング基地局５に提供することを担う。信号品質測定および報告は、サービング基地局５
によって提供される適切な測定設定（メジャメント設定：measurement configuration）
に基づいて行われる。
【００５１】
基地局
　図３は、図１に示す基地局５の主要構成要素を示すブロック図である。図示のように、
基地局５は、１又は複数のアンテナ５３を介して通信装置（移動装置３やユーザ装置など
）と信号を送受信するためのトランシーバ回路５１、およびネットワークノード（例えば
、関連するＴＵＰＦコントローラ６および／またはコアネットワーク７内の他のノード）
との間で信号を送受信するためのネットワークインタフェース５５を有する。基地局５は
、基地局５の動作を制御するためのコントローラ５７を有する。コントローラ５７は、メ
モリ５９に関連付けられる。ソフトウェアは、メモリ５９に予めインストールされてもよ
く、および／または例えば通信ネットワーク１を介して、または取り外し可能データ記憶
装置（ＲＭＤ）からダウンロードされてもよい。コントローラ５７は、この例では、メモ
リ５９に格納されたプログラム命令またはソフトウェア命令によって基地局５の全体的な
動作を制御するように構成される。図示するように、これらのソフトウェア命令は、オペ
レーティングシステム６１、通信制御モジュール６３、ＳＳＣモジュール６４、および測
定設定モジュール６６等を含む。
【００５２】
　通信制御モジュール６３は、基地局５と、移動装置３（ユーザ装置）と、基地局５に接
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続されている他のネットワークエンティティとの間の通信を制御するように動作可能であ
る。通信制御モジュール６３はまた、（関連するデータ無線ベアラを介して）ダウンリン
クユーザトラフィックの別々のフローと、例えばコアネットワークサービスの制御データ
および／または移動装置３のモビリティなどの基地局５に関連する、通信装置に送信され
る制御データを制御する。
【００５３】
　ＳＳＣモジュール６４は、（ＵＥおよび／またはＰＤＵセッションごとに）ＴＵＰＦサ
ービスエリア、セル、およびＳＳＣモード間の関係を特定するマッピングデータベースの
管理を担う。ＳＳＣモジュール６４は、必要に応じこの情報を他のモジュールに提供する
ように動作可能である。例えば、ＳＳＣモジュール６４は、隣接セルがこの基地局５によ
って運用されるセルと同じまたは異なるＴＵＰＦサービングエリアに属するかどうかを測
定設定モジュール６６に通知してもよい。
【００５４】
　測定設定モジュール６６は、移動装置３の近隣にあるセル（例えば、この基地局５によ
って運用されるセルおよび／または隣接基地局によって運用されるセル）の信号品質測定
を行い報告するための移動装置３の設定を担う。測定設定モジュール６６は、測定設定を
生成して特定の移動装置３に送信し、関連する測定報告を受信することで信号品質測定値
を取得する。測定報告は、例えば、報告を提供した移動装置３に対するモビリティ手順を
実行するときに使用されてもよい。
【００５５】
　上記の説明では、分かりやすくするため、移動装置３および基地局５は（通信制御モジ
ュールおよびＳＳＣモジュールなどの）いくつかの個別のモジュールを有するとしている
。これらのモジュールは、例えば既存のシステムが本発明を実施するように変更されてい
るような特定の用途においては上記のように提供されるが、一方、例えば最初から本発明
の特徴を念頭に置いて設計されたシステムのような用途の場合、これらのモジュールはオ
ペレーティングシステム全体またはコードに組み込まれることがあり、その場合これらの
モジュールは個別のエンティティとして認識されない場合がある。これらのモジュールは
、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせで実装でき
る。
【００５６】
　図４および図５を参照し、ＳＳＣモード２で少なくとも１つのＰＤＵセッションを動作
させている間に移動装置がセルを変更する上記のシナリオについて、より詳細に説明する
。
【００５７】
動作－第１の例
　図４は、セルＡとセルＢとの間でモビリティ手順を実行するときにシステム１の構成要
素によって実行されるプロセスの例を示すタイミング図（メッセージシーケンスチャート
）である。
【００５８】
　まずステップＳ１００に概略的に示すように、移動装置３は（自装置のモビリティモジ
ュール４５を使用して）、ＴＵＰＦ６－１によって管理されるサービングエリアに属する
（基地局５Ａによって運用される）セルＡに接続する。このステップの一部として、移動
装置３は（自装置の通信制御モジュール４３を使用して）、（ＴＵＰＦ６－１を介して）
コアネットワーク７に向けて適切なＰＤＵセッションを開始する。この例では、ＰＤＵセ
ッションはノマディックＩＰアドレスおよびＳＳＣモード２を使用する。ＰＤＵセッショ
ンを確立するとき、移動装置３は（自装置のモビリティモジュール４５を使用して）この
ＰＤＵセッションを処理するＴＵＰＦ６－１（および／またはＴＵＰＦサービスエリア）
を特定する情報を、例えば、コアネットワーク７から（またはＰＤＵセッションを確立し
たアプリケーションから）受信したＮＡＳシグナリングから取得する。移動装置３はまた
（自装置のモビリティモジュール４５を使用して）、そのＰＤＵセッションに使用される
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ＩＰアドレスおよびＳＳＣモードの種類（この例では、ノマディックＩＰアドレスおよび
ＳＳＣモード２）およびＴＵＰＦ／ＴＵＰＦサービスエリア識別子をサービング基地局５
Ａに通知する。
【００５９】
　したがって、ステップＳ１０１に概略的に示すように、サービング基地局５Ａは（自局
のＳＳＣモジュール６４を使用して）、ＰＤＵセッションのために移動装置３がＳＳＣモ
ード２を使用していることを特定する情報およびＴＵＰＦ６－１（ＴＵＰＦエリア）を特
定する情報を格納する。しかしこの場合、サービング基地局５Ａは、隣接セル（例えばセ
ルＢ）が移動装置３の現在のセル（セルＡ）と同じＴＵＰＦサービングエリアに属するか
どうかに関する情報は有していなくてもよい。あるいは、サービング基地局５Ａは、隣接
セル（例えばセルＢ）が移動装置３の現在のセル（セルＡ）と同じまたは異なるＴＵＰＦ
サービングエリアに属するかどうかを特定する情報を格納してもよい。
【００６０】
　実質的には、この例では、基地局５は、ＴＵＰＦ６－１のサービングエリアを単一のセ
ルＴＵＰＦエリア（つまり、現在のセルＡのみを含む）として扱うように構成される。し
たがって、隣接セル（この例ではセルＢ）が現在のセル（セルＡ）と同じまたは異なるＴ
ＵＰＦサービングエリアに属するかどうかにかかわらず、移動装置３がその隣接セルに移
動するとき、基地局５は移動装置３のためにリダイレクションを開始するように構成され
る。
【００６１】
　この例では、移動装置３がセルＡによってサービス提供されるエリアを離れるとき、基
地局５は（自局の通信制御モジュール６３を使用して）隣接セル（例えば、セルＢ）、つ
まり移動装置３のターゲットサービングセルに関する情報を含む適切なシグナリングメッ
セージを生成し、ステップＳ１０３において移動装置３に送信する。隣接セルに関する情
報は、例えば、ターゲットセルを特定する情報（例えば、セルＢに関連付けられたセルＩ
Ｄ）やシステム情報などのような支援情報（assistance information）を含む。簡略化の
ため、図４には示されていないが、ターゲットセルを選択する前に、基地局５は（自局の
測定設定モジュール６６を使用して）、（自装置のセル測定モジュール４６を使用して）
適切な信号品質測定および関連する報告を実行するように移動装置３を設定してもよい。
この場合、基地局５は、セル測定の結果に基づいてターゲットセルを選択するように構成
されてもよい。
【００６２】
　ステップＳ１０５では、移動装置３はセル再選択（セルリセレクション）を実行し、（
ステップＳ１０７において）新しい基地局５Ｂによって（セルＢを介して）報知された（
ブロードキャストされた）情報に基づいて、移動装置３は、（移動装置３がリダイレクシ
ョンを実行したとしても）同じＴＵＰＦ６－１（および／または同じＴＵＰＦサービスエ
リア）が新しいセルＢでＰＤＵセッションの処理を継続すると決定する。新しい基地局５
Ｂにより報知される情報は、ステップＳ１０３において以前の基地局が提供した支援情報
と同じ情報を含んでもよい。したがって、ステップＳ１０３の実行は任意としてもよい。
この情報は、セル再選択後に移動装置３が新しいセルに在圏するのを支援することを目的
とする。
【００６３】
　ステップＳ１０９において、移動装置３は、（セルＢを運用する）新しいサービング基
地局５Ｂとの接続を確立するための適切にフォーマットされたシグナリングメッセージ（
例えば、ＲＲＣメッセージ）を生成して送信する。ステップＳ１１１において、新しいサ
ービング基地局５Ｂは、以前のサービング基地局５Ａから移動装置３に関連する情報（例
えば、ＵＥコンテキスト）を取得し、ステップＳ１１３において、以前の基地局５Ａは移
動装置３とセルＡを介した接続を解除（解放）する。この接続の解除（解放）（ステップ
Ｓ１１３）は、後の（または前の）段階で起こり得る。
【００６４】
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　以前の基地局５Ａから取得した情報を使用して、新しい基地局５Ｂは自局のセル（セル
Ｂ）を介して移動装置３へのＰＤＵセッションの提供を継続することができ、移動装置３
はコアネットワークに接続されたままである（コアネットワークに再登録して新しいＰＤ
Ｕセッションを確立する必要はない）。
【００６５】
　Ｓ１０１において基地局５Ａが（セルＡについて）格納した情報は、（例えば、図５を
参照して以下に説明されるように）後で使用するために格納されてもよい。実質的には、
基地局５Ａは、どの隣接セルがどのＴＵＰＦサービングエリアに属するかを学習し、この
基地局５Ａによってサービス提供される移動装置３の移動中に、（同じＴＵＰＦエリア内
で）ハンドオーバまたは（異なるＴＵＰＦエリアへの）リダイレクションをトリガするか
を決定するときに、この学習結果を適用するように構成されてもよい。
【００６６】
動作－第２の例
　図５は、セルＡとセルＢとの間でモビリティ手順を実行するときにシステム１の構成要
素によって実行される処理の例を示すタイミング図（メッセージシーケンスチャート）で
ある。この例では、ターゲットセル（セルＢ）が移動装置３の現在のセル（セルＡ）と同
じＴＵＰＦサービングエリアに属するという情報を、サービング基地局５Ａが有する。基
地局５Ａは、ＴＵＰＦサービスエリア（ＬＴＥにおけるトラッキングエリアと同様に）、
ＳＳＣモード、及び関連セルの間のマッピングを認識している。
【００６７】
　ＴＵＰＦサービスエリアが複数のセルを含む場合（例えば、図１のＴＵＰＦ＃１サービ
ングエリア）、ハンドオーバはＴＵＰＦサービスエリア内で許可される。しかし、（異な
るＴＵＰＦエリアに属するセル間の移動装置３の移動により）ＴＵＰＦサービスエリアが
変わる場合、（例えば、図４を参照して上述したように）リダイレクションが実行される
。
【００６８】
　まず、ステップＳ２００に概略的に示すように、移動装置３は（自装置のモビリティモ
ジュール４５を使用して）ＴＵＰＦ６－１によって管理されるサービングエリアに属する
（基地局５Ａが運用する）セルＡに接続する。ステップＳ２００は、図４のステップＳ１
００に対応する。つまり、移動装置３は、（この例では）ノマディックＩＰアドレスおよ
びＳＳＣモード２を使用して（ＴＵＰＦ６－１を介して）コアネットワーク７に向けて適
切なＰＤＵセッションを開始する。移動装置３は、このＰＤＵセッションを扱うＴＵＰＦ
６－１（および／またはＴＵＰＦサービスエリア）を特定する情報を取得し、このＰＤＵ
セッションに使用されるＩＰアドレスおよびＳＳＣモードのタイプとＴＵＰＦ／ＴＵＰＦ
サービスエリア識別子を、サービング基地局５Ａに通知する。
【００６９】
　したがって、ステップＳ２０１に概略的に示すように、サービング基地局５Ａは（自局
ＳＳＣモジュール６４を使用し）、ＰＤＵセッションのために移動装置３がＳＳＣモード
２を使用していることを特定する情報およびＴＵＰＦ６－１（ＴＵＰＦエリア）を特定す
る情報を格納する。この場合、サービング基地局５Ａは、隣接セル（例えば、セルＢ）が
移動装置３の現在のセル（セルＡ）と同じＴＵＰＦサービングエリアに属することを特定
する情報も格納する。したがって、セルＢに関しては、基地局５Ａはリダイレクションの
代わりにハンドオーバを実行するように構成される。
【００７０】
　具体的には、ステップＳ２０２に概略的に示すように、基地局５Ａは（自局の信号設定
モジュール６６を使用して）、（セルＢを含む）隣接セルの集合（セット）に適切な信号
品質測定および関連する報告を実行するように移動装置３を設定する。ステップＳ２０４
において、移動装置３は（自装置のセル測定モジュール４６を使用して）、設定された信
号品質測定を（セルＢに）実行し、適切な測定報告を生成する。ステップＳ２０６におい
て、移動装置３は（セルＢの測定結果を含む）生成した測定報告を基地局５Ａに送信する
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。この例では、移動装置３はまた、特定のセルが現在のセル（セルＡ）と同じＴＵＰＦサ
ービスエリアの一部か否かを（例えば、測定報告を含むメッセージまたは同様のメッセー
ジで）サービング基地局５Ａに通知する。例えば、各基地局５は、そのセルに関連付けら
れたＴＵＰＦサービスエリアを移動装置３に報知する（または専用シグナリングを介して
通知する）ように構成されてもよく、移動装置３は、現在のＴＵＰＦサービスエリアが、
隣接セル（少なくとも移動装置３が測定を実行するように構成されるセル）に関連するＴ
ＵＰＦサービスエリアのうちのいずれかと一致するかを決定するように構成されていても
よい。
【００７１】
　したがって、基地局５Ａはセル測定の結果と、特定のセルが現在のサービングセルと同
じＴＵＰＦエリアに属するかどうかに関する情報とに基づいて、移動装置３に適切な対象
セルを選択することができる。この例では、（例えば、セルＢがハンドオーバの条件を満
たす最良のセルであり、セルＢが現在のサービングセル、つまりセルＡと同じＴＵＰＦサ
ービングエリア内にあるので）基地局５Ａは（基地局５Ｂによって運用される）セルＢを
移動装置３のハンドオーバターゲットセルとして選択する。したがって、基地局５Ａは（
自局の通信制御モジュール６３を使用して）ステップＳ２０８において、移動装置３のハ
ンドオーバ準備（handover preparation）のために、セルＢを運用する基地局５Ｂに適切
なシグナリングメッセージを生成して送信する。
【００７２】
　ステップＳ２１３において、基地局５Ａは（自局の通信制御モジュール６３を使用して
）セルＢへのハンドオーバを開始するよう移動装置３に指示するシグナリングメッセージ
を生成して送信する。したがって、新しい基地局５Ｂとの適切な接続を確立した後、移動
装置３はセルＢに接続され（ステップＳ２１５）、（同じＴＵＰＦサービングエリア内の
）新しい基地局５Ｂを介してＰＤＵセッションを続ける。
【００７３】
　ステップＳ２１７に概略的に示すように、基地局５Ａは既に移動装置３にサービスを提
供していないので、以前のサービング基地局５Ａは、適宜ＴＵＰＦ６－１との接続の解除
またはリダイレクション手順の実行に進むことができる。
【００７４】
修正例および代替例
　詳細な実施形態を上記で説明した。当業者には理解されるように、上記の実施形態で説
明した発明から利益を受けつつ、上記の実施形態に対していくつか修正および代替を行う
ことができる。実例として、これらの代替例および修正例をいくつか説明する。
【００７５】
　上記の説明では、ＴＵＰＦエンティティはスタンドアローンネットワークノードとして
説明されている。しかし、ＴＵＰＦはパケットデータネットワーク（ＰＤＮ：packet dat
a network）ゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ）機能も有してもよいが、ＴＵＰＦエンティティは
ＬＴＥにおけるサービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ：serving gateway）と同様であって
もよい。したがって、ＴＵＰＦはＳ－ＧＷおよび／またはＰ－ＧＷの一部であってもよい
。また、ＴＵＰＦ以外の同様の機能を有するユーザプレーン機能を、本明細書に記載のＴ
ＵＰＦの代わりに使用されてもよい。
【００７６】
　ステップＳ２００およびＳ２０１の上記の説明では、移動装置は、要求されたＰＤＵセ
ッションに使用されるＩＰアドレスとＳＳＣモードの種類、およびこのセッションに選択
されたＴＵＰＦ／ＴＵＰＦサービスエリアの識別子をサービング基地局に通知する。代替
的に、基地局は、コアネットワークからそのような情報（例えば、ＴＵＰＦサービスエリ
アと各ＳＳＣモードのセルとの間のマッピングを特定する情報）を取得するように構成さ
れていてもよい。
【００７７】
　上記の例では、第１および第２の基地局（セルＡおよびＢ）は第１のＴＵＰＦサービス
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エリアに属し、第３の基地局（セルＣ）は第２のＴＵＰＦサービスエリアに属する。サー
ビスは特定のＵＥ（および／または特定のアプリケーション）に適用可能としてもよく、
ＵＥ（および／または同じＵＥ内の異なるアプリケーション）はそれぞれ、異なる関連Ｔ
ＵＰＦサービングエリアを有してもよい。例えば、特定のアプリケーション／ＵＥは、ネ
ットワーク全体に渡って１つのＴＵＰＦサービスエリア（例えば、図１のセルＡ、Ｂ、お
よびＣ）を有するが、それとは違うアプリケーション／ＵＥはＴＵＰＦサービスエリアの
定義が違っていてもよい（例えば、あるＴＵＰＦエリア内ではセルＡで、異なるＴＵＰＦ
エリア内ではセルＢおよびＣなど）。
【００７８】
　基地局は、どのセルをハンドオーバに使用することができ、どのセルをリダイレクショ
ンに使用することができるかを特定する情報を格納し各局のモビリティ決定に適用するよ
うに構成されてもよい。この情報は、ＵＥ（加入者）毎およびサービス毎（および適宜ア
プリケーション毎）に格納できる。この情報により、（同じＳＳＣモードであっても）ニ
ーズが異なるさまざまなアプリケーションを柔軟に展開できる。例えば、業務用アプリケ
ーション（enterprise application）は、同じセル内（および同じ移動装置用）の個人用
アプリケーションとは異なる方法で処理されることがある。
【００７９】
＜スタンドアローンＷＬＡＮ＞
　無線アクセスネットワークはＷＬＡＮ、例えば図６に示すＷＬＡＮを含んでもよい。Ｗ
ＬＡＮは（１又は複数の関連するアクセスポイントによって運用される）１又は複数のセ
ルを有してもよい。ＷＬＡＮ／アクセスポイントは、３ＧＰＰ　ＮｅｘｔＧｅｎコアネッ
トワークとＷＬＡＮ（この場合はＮｅｘｔＧｅｎ　ＲＡＮとして動作する）との間で制御
プレーンおよびユーザプレーンデータを通信するための適切なインタフェースを介してＮ
ｅｘｔＧｅｎコアネットワークに接続してもよい。ＷＬＡＮの各セル（例えば、アクセス
ポイント５Ｗによって運用される「セルＷ」）は、個別のＴＵＰＦエリアとして扱われて
もよい。したがって、ＷＬＡＮのセル間の移動装置のモビリティは、リダイレクション手
順を使って実現されてもよい。あるいは、ＷＬＡＮのいくつか（またはすべて）のセルが
同じＴＵＰＦエリアに割り当てられてもよい。この場合、図４を参照して説明した手順を
適用することができる（すなわち、同じＴＵＰＦエリアに属するセル間でリダイレクショ
ンをトリガする）。
【００８０】
　移動装置がＷＬＡＮにおいて３ＧＰＰ　ＮｅｘＧｅｎ手順を実施することができるよう
、ＮＡＳレイヤがＷＬＡＮレイヤ／ＷＬＡＮスタックの上に（例えば、ＵＥのＷＬＡＮチ
ップセットにおいて）提供されていてもよい。したがって、移動装置のＷＬＡＮチップセ
ットは、適切なＮＡＳシグナリングを使用してＮｅｘｔＧｅｎコアネットワークと通信す
るように構成されていてもよい。
【００８１】
　ＮＡＳレイヤは、（ＷＬＡＮ／ＲＡＮにおける）セッションおよびサービスの継続性を
含む、移動装置のモビリティ管理（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ：ＭＭ）、
セッション管理（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ：ＳＭ）、および接続管理（Ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ：ＣＭ）を担う。
【００８２】
　ＮＡＳレイヤセキュリティ手順は、すべてのアクセスＲＡＴを承認および認証するため
に使用されてもよい。ネットワーク側のセキュリティアンカーとＳＭ／ＭＭエンティティ
は異なる場合があるが、移動装置の観点からは、単一のＮＡＳレイヤで十分である。ＷＬ
ＡＮセキュリティは、（例えば、移動装置が最初にＷＬＡＮに接続するときに）例えば、
移動装置を認証するために適切な「Ｋｗｔ」キーをサービングＷＬＡＮアクセスポイント
に提供することにより、３ＧＰＰパラメータから導き出されてもよい。そのようなＫｗｔ
キーは、ＷＬＡＮセキュリティのためにＬＴＥ－ＷＬＡＮアグリゲーション（ＬＷＡ：LT
E-WLAN aggregation）で現在使用されている「ＳＫｗｔ」キーと同様（または同一）であ
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ってもよい。
【００８３】
　移動装置は、（例えば、その移動装置がＷＬＡＮおよびＮｅｘＧｅｎ　ＲＡＮに同時に
接続されているときに）そのＷＬＡＮ接続を有利に使用して、ＲＡＮ上の無線リンク障害
（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｆａｉｌｕｒｅ：ＲＬＦ）の発生をコアネットワークに示して
もよい（あるいはＲＡＮ接続を有利に使用し、ＷＬＡＮ上の無線リンク障害の発生をコア
ネットワークに示してもよい）。これにより、移動装置のサービス継続性が向上する。
【００８４】
＜（ＮｅｘｔＧｅｎ）　ＲＡＮエッジでのＳＭ／ＭＭエンティティ＞
　図７は、例示的な制御プレーン（Ｃｏｎｔｒｏｌ－Ｐｌａｎｅ：ＣＰ）およびユーザプ
レーン（Ｕｓｅｒ－Ｐｌａｎｅ：ＵＰ）アーキテクチャを示す。図示するようにこの場合
、適切なＵＰエンティティがＲＡＮのエッジにおいて提供される（ＵＰ　ＧＡ　１２Ａと
示す）。ＵＰエンティティは、プッシュ型広告の配信および／またはＲＡＮ内の移動装置
に他の同様のスモールデータ送信をするために（例えば、その目的で既存のＲＡＮベアラ
を再利用するために）ネットワークオペレータによって使用されてもよい。あるいは、そ
のようなスモールデータは、他の任意のＲＡＮエンティティ（例えば、ルータ、アグリゲ
ータ、スイッチ、または基地局自体）からプッシュされてもよい。
【００８５】
　また、コンテンツが、（そのコンテンツに対して）別のＩＰフローを作成しなくても、
基地局またはエッジノードからプッシュされてもよい。ＷＬＡＮは、プッシュ広告の可能
性があり、Ｗｅｂブラウザは、ローカルコンテンツ（主に広告）を表示する。したがって
、５Ｇ　ＲＡＮは同じ可能性を提供するようにしてもよい。１つの選択肢として、無線ベ
アラをオーバープロビジョニングすること（つまり、無線ベアラが設定されているデータ
の上にそのようなプッシュ広告／小さなデータを送信する余地を残すこと）がある。例え
ば、ＩＰフロー＃１が（特定の移動装置に対して）５ＭＢＰＳであり、対応する無線ベア
ラが（基地局によって）５．５ＭＢＰＳで設定されている場合、その移動装置（その無線
ベアラを介して）にローカル（プッシュ）コンテンツを送信するために０．５ＭＢＰＳを
使用することができる。
【００８６】
　この場合、有益には、（プッシュ）コンテンツは、（コンテンツは基地局のＰＤＣＰレ
イヤの上にプッシュされるため）この無線ベアラに対する通常のデータと同じセキュリテ
ィアルゴリズムを使用して暗号化されてもよい。受信機側では、そのようなオーバープロ
ビジョニングされた無線ベアラを介して受信されたパケットを分離するために適切なメカ
ニズムが提供されてもよい。送信側（基地局）側では、対応するＩＰフローのためにマー
クされたパケットが検出されてもよく、（追加の）ローカルコンテンツが無線ベアラのオ
ーバープロビジョニングされた部分を使用して同じ宛先アドレスでプッシュされてもよい
。
【００８７】
　（移動装置上で実行されている）ウェブブラウザは、ＵＥアクセス層（ＡＳ：access s
tratum）または非アクセス層（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ：ＮＡＳ）レイヤ
において、パケットの分離が必要なくなるように、（移動装置自体によって要求された）
元のコンテンツおよび任意のローカルにプッシュされたコンテンツ（例えば、基地局から
のプッシュ広告）を公開／表示することができる。
【００８８】
　（ＣＮ側にＩＰフローがないことに対応する）適切なスタンドアローン無線ベアラ設定
がローカルで生成されたパケットに対するオーバープロビジョニングの代わりに使用され
てもよい。有利には、そのようなスタンドアローン無線ベアラを使用する場合、パケット
がＳＭ／ＭＭエンティティの関与なしに移動装置に送信されてもよい。この解決策は、ネ
ットワーク内のｅＮＢの上にあるルータまたはＴＮＬアグリゲータノードまたは任意の他
のノード（例えば、いずれかの３ＧＰＰプロトコルを終端していないノード）において実
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施されてもよい。
【００８９】
　上記の実施形態では、基地局は３ＧＰＰ無線通信（無線アクセス）技術を使用して移動
装置と通信する。しかし、いずれかの他の無線通信技術（つまり、ＷＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉ
、ＷｉＭＡＸ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）など）を、上記の実施形態に従って基地
局と移動装置との間で使用することができる。上記の実施形態は、「非移動式（non-mobi
le）」または一般的に静止しているユーザ装置にも適用することができる。
【００９０】
　上記では、移動装置および基地局は、理解を容易にするために、いくつかの個別の機能
構成要素またはモジュールを有するものとして説明されている。これらのモジュールは、
例えば既存のシステムが本発明を実施するように変更されるような特定の用途に提供され
てもよく、一方で例えば最初から本発明の特徴を念頭に置いて設計されたシステムにも提
供されてもよい。その場合、これらのモジュールはオペレーティングシステム全体または
コードに組み込まれ、これらのモジュールは個別のエンティティとして認識されない場合
がある。
【００９１】
　上記の実施形態では、いくつかのソフトウェアモジュールを説明した。当業者には理解
されるように、ソフトウェアモジュールは、コンパイルされた形式またはコンパイルされ
ていない形式で提供されてもよく、コンピュータネットワーク上の信号として基地局、モ
ビリティ管理エンティティ、または移動装置に提供されてもよく、または記録媒体に提供
されてもよい。さらに、このソフトウェアの一部または全部によって実行される機能は、
１又は複数の専用ハードウェア回路を使用して実行されてもよい。しかし、それらの機能
を更新するための基地局または移動装置の更新を容易にするので、ソフトウェアモジュー
ルを使用することが好ましい。
【００９２】
　ターゲットセルは、基地局によって運用されるソースセルと同じユーザプレーン機能サ
ービングエリアに関連付けられてもよく、基地局のコントローラは、ターゲットセルが関
連付けられているユーザプレーン機能サービングエリアは、ソースセルが関連付けられて
いるユーザプレーン機能サービングエリアと同じであると決定することができてもよい。
この場合、基地局のコントローラは、ターゲットセルを運用する基地局がターゲットセル
を介して通信装置の通信セッションのための通信を受信する準備がされるまでソースセル
を介した通信装置の通信セッションのための通信接続が切断されないハンドオーバ手順を
開始するように動作することができる。
【００９３】
　基地局のコントローラは、（例えば、所定のユーザプレーン機能サービスエリア上の通
信システムにおける通信セッションにインターネットプロトコル、ＩＰ、セッション継続
性、およびＩＰアドレスの到達可能性が必要かどうかを決定することによって）通信装置
の通信セッションに関連するセッションおよびサービス継続性（ＳＳＣ）モードを決定す
るように動作してもよい。例えばコントローラは、通信セッションの確立中に、通信装置
のための通信セッションに関連するＳＳＣモードを決定するように動作してもよい。
【００９４】
　ターゲットセルは、基地局によって動作されるソースセルと同じユーザプレーン機能サ
ービングエリアに関連付けられてもよく、その場合、ＳＳＣモード（例えば、ＳＳＣモー
ド２）は、通信セッションが（例えば、通信セッションがＩＰセッション継続性またはＩ
Ｐアドレス到達可能性のいずれも必要としないときに）ノマディック（または非永続的な
）ＩＰアドレスを使用するモード（例えば、ＳＳＣモード２）である、とコントローラが
決定したときに、基地局のコントローラはリダイレクション手順を開始するように動作し
てもよい。
【００９５】
　基地局のコントローラは、ＳＳＣモードは通信セッションが固定（または永続的な）Ｉ
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したときに、リダイレクション手順以外のモビリティ手順を開始するように動作してもよ
い。
【００９６】
　基地局のコントローラは、ＳＳＣモードとユーザプレーン機能サービスエリアおよびセ
ルとの間のマッピングを特定する情報を維持し、そのマッピングに基づいて通信装置のモ
ビリティを制御するように動作してもよい。
【００９７】
　ターゲットセルは、基地局が運用するソースセルと同じユーザプレーン機能サービング
エリアに関連付けられてもよいが、基地局のコントローラはターゲットセルが関連付けら
れているユーザプレーン機能サービングエリアが、ソースセルが関連付けられているユー
ザプレーン機能サービングエリアと同じかどうか決定できない。この場合、基地局のコン
トローラは、ターゲットセルを運用する基地局がターゲットセルを介して通信装置の通信
セッションのための通信を受信する準備がされるまでソースセルを介した通信装置の通信
セッションのための通信接続が切断されるリダイレクション手順を開始するように動作し
てもよい。
【００９８】
　基地局は、３ＧＰＰ次世代（ＮｅｘｔＧｅｎ／５Ｇ）無線アクセスネットワークの基地
局を含んでもよい。
【００９９】
　無線アクセスネットワーク装置のコントローラは、同じ通信装置固有のセキュリティパ
ラメータを使用して、通信装置要求データフローと追加ネットワーク開始データフローの
両方を暗号化するように動作してもよい。
【０１００】
　通信装置はさらに、関連する無線ベアラを介して、コアネットワークに結合された基地
局と通信するためのトランシーバ、無線ベアラに関する無線リンク障害（Ｒａｄｉｏ　Ｌ
ｉｎｋ　Ｆａｉｌｕｒｅ：ＲＬＦ）を検出するように動作可能なコントローラを有しても
よい。コントローラは、ＷＬＡＮアクセスポイントを介して、コアネットワークのノード
にＲＬＦを通知するように動作してもよい。
【０１０１】
　他の様々な修正は当業者には明らかであり、ここではこれ以上詳細に説明しない。
【０１０２】
　この出願は、２０１６年８月１２日に出願された英国特許出願第１６１３９００．８号
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
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